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一般社団法人 日本ホテル協会                                              Go To トラベル事務局  

一般社団法人 全日本ホテル連盟                                               

                       

GoTo トラベル事業登録宿泊施設における感染症対策の総点検事業に際しての 

自治体が実施する第三者認証制度認証済みの対応方針について 

 

平素より観光行政に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

先般、GoTo トラベル事業登録宿泊施設における感染症対策の総点検事業（以下総点検と記載します）のご協力を

お願いいたしましたが、8 月下旬より緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象となっている都道府県を除き、順

次調査を開始いたしました。 

都道府県によっては、飲食施設のみならず宿泊施設も対象として、感染症対策に関する認証制度を実施されてい

るところもございますが、このような認証制度は全ての都道府県で実施されているわけではないこと、認証を受けるか

は各宿泊施設の判断によること等を踏まえ、Go To トラベル事業の実施に当たって安全・安心な旅行環境の整備を

図る観点から、本総点検を実施することとしたものです。 

また、本総点検においては宿泊客の緊急連絡先の記録・保存等といった各都道府県の認証制度には含まれない

項目についても確認させていただくこととしております。 

ただし、実際には重複する項目もあるので、各宿泊施設の負担を考慮し、各都道府県の状況を踏まえ、既に各都

道府県の点検を受けて認証ステッカーの交付を受けているような場合には点検内容を簡素化することとしており、宿

泊施設には別途お知らせしているところです。 

 貴協会におかれましても、本業務の実施について、引き続きご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いい申し上

げます。 

 

記 

 

１．各都道府県が実施している第三者認証制度において認証を受けている施設については、総点検の調査項目と重

複する項目は達成したものとして取り扱う。 

 

２．未達項目があり認証を受けていない場合でも、第三者認証制度の調査結果（個別項目の達成状況）が施設に対

してフィードバックされ、重複項目のうち達成されている項目があれば、当該項目が達成されているものとして取り

扱う。 

 

３．個別の第三者認証制度への対応については、混乱の無いよう各都道府県の運用状況や調査項目に応じて対応

方を整理し各都道府県の調査員に具体的な指示を行う。 

 

 

<本件に関するお問い合わせ>   

GoTo トラベル事務局 宿泊施設問合せチーム   

電話：03-6747-2421  (受付時間：平日 10：00～17：00) 


